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第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規程は、長野県立大学（以下「本学」という。）における研究に係る不正

行為に対応するために必要な事項を定めることにより、本学における研究に係る不正

行為の発生を防止するとともに、不正行為が発覚した場合に速やかに対応することに

より、適正な研究活動及び公的研究費の執行に資することを目的とする。 

（定義) 

第２条 この規程において「研究に係る不正行為」とは、本学において研究活動に従事

する者が、悪意の有無にかかわらず、次に掲げる行為を行うことをいう。 

（1） 公的研究費の不正使用 

ア 本来の研究費の使用目的とは異なる目的で研究費を使用すること。 

イ 取引業者との架空取引により研究費を当該取引業者に管理させ、別の用途に使

用すること。 

ウ 本来の研究費の使用目的とは異なる目的の出張をすること。 

エ 虚偽の出張をすること。 

オ 出張依頼先から旅費を受け取るとともに、研究費の旅費も受け取ること。 

カ 虚偽又は実態の無い雇用をすること。 

キ 研究費を私的に流用すること。 

ク 公立大学法人長野県立大学の定める規程並びにマニュアル及び各機関の補助

条件並びに使用ルールを逸脱した使用をすること。 

（2） 研究活動における不正行為 

ア 研究の申請、実施若しくは報告又は研究成果の公表において故意に捏造、改ざ



ん又は盗用を行うこと。 

イ アに掲げる行為の証拠隠滅又は立証妨害を行うこと。 

ウ 研究論文などの故意の二重投稿又は不適切なオーサーシップを行うこと。 

エ 利益相反により公正かつ適正な判断が損なわれ、自己又は第三者の利益を図る

こと。 

２ この規程において「公的研究費」とは、次に掲げる資金をいう。 

（1） 本学以外の機関から本学又は本学所属の研究者に交付される研究資金 

（2） 本学が、本学所属の研究者に交付する研究資金 

（研究者等の責務） 

第３条 研究者等は、研究活動上の不正行為やその他の不適切な行為を行ってはならず、

また、他者による不正行為の防止に努めなければならない。 

２ 研究者等は、研究者倫理及び研究活動に係る法令等に関する研修又は科目等を受講

しなければならない。 

３ 研究者等は、研究活動の正当性の証明手段を確保するとともに、第三者による検証

可能性を担保するため、実験・観察記録ノート、実験データその他の研究資料等を５

年間、適切に保存・管理し、開示の必要性及び相当性が認められる場合には、これを

開示しなければならない。 

 

第２章 責任体制、職務権限、相談窓口等 

（責任体制） 

第４条 本学における適正な研究活動及び公的研究費の管理・執行についての責任体制

として、次の責任者を置く。 

（1） 最高管理責任者 

（2） 統括管理責任者 

（3） コンプライアンス推進責任者 

（4） 研究倫理教育責任者 

（最高管理責任者） 

第５条 最高管理責任者は、学長とする。 

２ 学長は、大学全体を統括し、研究に係る不正行為について、最終責任を負うものと

する。 

（統括管理責任者） 

第６条 統括管理責任者は、事務局長とする。 

２ 事務局長は、学長を補佐し、研究に係る不正行為について大学全体を統括する実質

的な責任と権限を負う。 

（コンプライアンス推進責任者） 

第７条 コンプライアンス推進責任者は、グローバルマネジメント学部長とする。 



２ グローバルマネジメント学部長は、自己の管理監督又は指導する部局等における研

究に係る不正行為について実質的な責任と権限をもつものとする。 

（研究倫理教育責任者） 

第８条 研究倫理教育責任者は、コンプライアンス推進責任者が兼務する。 

２ 研究倫理教育責任者は、学内における研究倫理教育を推進する。 

（職務権限の明確化） 

第９条 学長は、公的研究費の事務処理手続に関する権限と責任を明確にし、これに応

じた体制を構築しなければならない。 

（ルールの明確化・統一化） 

第 10 条 公的研究費については、適正な運用が図られるよう、研究者に対してわかり

やすく周知する。 

（相談窓口） 

第 11 条 事務処理手続及び公的研究費の使用に関する相談窓口を事務局学務課に置き、

効果的な研究遂行と支援をする。 

 

第３章 研究に係る不正行為の防止対策 

（不正防止の計画の実施） 

第 12条 学長は、不正防止計画の推進を図るため「防止計画推進部署」を設置する。 

（公的研究費の適正な運営・管理活動） 

第 13 条 学長は、公的研究費の適正な運営・管理を行うため、発注・検収業務につい

て有効に機能するシステムを構築・運営する。 

２ 不正な取引きに関与した業者への処分については、長野県建設工事等入札参加資格

者に係る入札参加停等措置要領（平成 23 年３月 18 日 22 建政技第 337 号）に準じて

行う。 

３ 本学との取引業者に対しては、取引実績（取引回数、取引金額等）に応じて、不正

防止に係る誓約書等の提出を求めることができる。 

４ 次に掲げる特殊な役務の提供を受ける場合は、当該提供業者は提供した役務の内容

を示す取引報告書又は納品書を提出しなければならない。 

（1） データベース・プログラム・デジタルコンテンツの開発、作成、修正及び保守 

（2） コンピュータデータの入力 

（3） 機器の保守・点検 

（4） その他有体物を伴わない特殊な役務の提供 

５ 前項の役務の提供を受ける際には、原則として関係事務職員が当該契約役務の提供

状況を確認するなどによる検収するものとする。ただし、検収をできないやむを得な

い理由がある場合には、その旨を示して前項に定める取引報告書又は納品書の確認の

みによることができる。 



（モニタリング及び監査） 

第 14 条 学長は、適正な運営・管理のため、年に 1 回内部監査を実施しなければなら

ない。 

２ 前項の内部監査に当たっては、コンプライアンス推進責任者は、対象者を一定数抽

出して次に掲げるモニタリングを行い、統括管理責任者に報告するものとする。 

（1） 旅費について一定期間分抽出して先方に確認し、出張命令伺い等と照合する

ほか、出張の目的や概要についてヒアリングを行う。 

（2） 非常勤教職員の勤務実態についてヒアリングを行う。 

（3） 納品後の物品の現物確認 

（4） その他取引業者の帳簿との照合など必要に応じた確認をすることができる。 

（コンプライアンス教育） 

第 15 条 コンプライアンス推進責任者は、構成員に対して定期的にコンプライアンス

教育を企画し、実施するものとする。 

２ コンプライアンス推進責任者は、コンプライアンス教育の実施に際しては、受講者

の受講状況及び理解度を把握し、統括管理責任者に報告するものとする。 

３ コンプライアンス推進責任者は、本学が定めた不正対策に関する規定等及び方針を

遵守する義務があることを理解させ、意識の浸透を図るため、公的研究費の運営・管

理に関わる全ての構成員に対し、コンプライアンス教育の受講の機会等に誓約書等の

提出を求めるものとする。 

４ コンプライアンス教育には、研究倫理教育を含めることができる。 

（通報窓口） 

第 16 条 不正行為に係る告発や情報提供を受け付けるための窓口を事務局学務課に設

置する。 

（不正行為に係る告発） 

第 17条 不正行為の疑いがあると思慮する者は、何人も、書面、電話、FAX、電子メー

ル、面談等の方法により、窓口を通して告発することができる。 

（職権による調査） 

第 18 条 学長は、窓口への告発の有無にかかわらず、相当の信頼性のある情報に基づ

き不正行為があると疑われる場合は、当該行為に係る調査の開始を事務局長に指示す

ることができる。 

（警告等） 

第 19 条 学長は、不正行為が行われようとしているか、又は、不正行為を求められて

いるという内容の告発が行われた場合、その内容を確認・精査し、相当の理由がある

と認めたときは、告発の対象とされた者（以下「被告発者」という。）に警告を行う

等、適切な措置をとるものとする。 

 



第４章 調査体制、調査、認定並びに配分機関への報告及び調査への協力等 

（調査委員会の設置） 

第 20 条 学長は、不正行為に係る調査をする際には、調査委員会を設置しなければな

らない。 

２ 前項の調査委員会の委員は、半数以上を本学に属さない外部有識者で構成するもの

とし、全ての委員が告発者及び被告発者と直接の利害関係を有しない者でなければな

らない。 

（告発等の取扱い） 

第 21 条 学長は、第 16 条による告発を受理した場合は受理の日から、第 17 条により

調査の開始を指示した場合は指示した日から、30 日以内に告発内容の合理性を確認

し、本調査の要否を判断するとともに、外部資金に係るものにあっては速やかに、当

該調査の要否を配分機関（文部科学省又は文部科学省が所管する独立行政法人から配

分される資金にあっては文部科学省を含む。以下同じ。）に報告しなければならない。 

（調査委員会による調査） 

第 22条 学長は、調査が必要と判断した場合は 30日以内に調査委員会を設置し、調査

の実施を指示するものとする。 

２ 調査委員会は、不正の有無及び不正の内容、関与した者及びその関与の程度、不正

使用の相当額等について調査するものとする。 

３ 調査委員会は、必要があると認めるときは、関係者に事情聴取を行うことができる。 

４ 学長は、調査委員会を設置したときは、調査委員会の委員の氏名及び所属を速やか

に告発者及び被告発者に通知しなければならない。告発者のうち氏名を秘匿した者に

ついては、可能な場合には、窓口を通じて通知するものとする。 

５ 告発者又は被告発者は、調査委員会の委員について不服がある場合は、当該調査委

員会の設置後 20日以内に学長に対し異議申立てをすることができる。 

（調査中における一時的執行停止） 

第 23 条 学長は、必要に応じて、被告発者等の調査対象となっている者に対し、調査

対象制度の研究費の使用停止を命ずることができる。 

（認定及び弁明の機会の付与） 

第 24条 調査委員会は、不正の有無及び不正の内容、関与した者及びその関与の程度、

不正使用の相当額等について認定を行うものとする。 

２ 調査委員会は、告発者から説明を受けるとともに、調査によって得られた、物的・

科学的証拠、証言、被告発者の自認等の諸証拠を総合的に判断して、不正行為か否

かの認定を行うものとする。 

３ 調査委員会は、被告発者による自認を唯一の証拠として不正行為を認定することは

できない。 

４  調査委員会は、被告発者の説明及びその他の証拠によって、不正行為であるとの疑



いを覆すことができないときは、不正行為と認定することができる。保存義務期間

の範囲に属する生データ、実験・観察ノート、実験試料・試薬及び関係書類等の不

存在等、本来存在するべき基本的な要素が不足していることにより、被告発者が不

正行為であるとの疑いを覆すに足る証拠を示せないときも、同様とする。 

５ 調査委員会は、認定にあたっては、被告発者に対し、書面又は口頭による弁明の機

会を与えなければならない。 

６ 調査委員会は、第１項に定める認定をしたときは報告書を作成し、学長に報告しな

ければならない。 

（配分機関への報告及び調査への協力等） 

第 25 条 学長は、調査の実施に際し、調査方針、調査対象及び方法等について配分機

関に報告及び協議しなければならない。 

２ 学長は、告発等の受付から 210日以内に、調査結果、不正発生要因、不正に関与し

た者が関わる他の競争的資金等における管理・監査体制の状況、再発防止計画等を含

む最終報告書を配分機関に提出するものとする。期限までに調査が完了しない場合で

あっても、調査の中間報告を配分機関に提出するものとする。 

３ 学長は、調査の過程であっても、不正の事実が一部でも確認された場合には、速や

かに認定し、配分機関に報告するものとする。 

４ 前３項のほか、配分機関から求めがあった場合は、学長は、調査の終了前であって

も、調査の進捗状況報告及び調査の中間報告を当該配分機関に提出するものとする。 

５ 学長は、調査に支障がある等、正当な事由がある場合を除き、当該事案に係る資料

の提出又は閲覧及び現地調査に応じるものとする。 

 

第５章 措置の決定、不服申立て及び公表 

（措置の決定） 

第 26条 学長は、調査委員会の報告書を基に被告発者の措置を決定するものとする。 

２ 前項の措置の決定は、公立大学法人長野県立大学職員就業規則及び公立大学法人長

野県立大学有期雇用職員就業規則により行うものとする。 

（不服申立て） 

第 27 条 告発者及び被告発者は、措置に不服がある場合は、措置の決定を知った日か

ら起算して 10日以内に書面により、学長に対して不服を申し立てることができる。 

２ 学長は、前項の規定による不服申立てがあった場合は、当該不服申立てに係る配分

機関に報告しなければならない。 

３ 第１項の規定による不服申立てがあった場合は、第 21 条の調査委員会が審査を行

うものとし、当該不服申立ての再調査を行うか否かを速やかに決定する。 

４ 学長は、第１項の規定による不服申立てを却下し、又は再調査の開始を決定したと

きは、当該不服申立てに係る配分機関に報告しなければならない。 



５ 調査委員会は、前項の規定により再調査を行うことを決定した場合は、50 日以内

に当該再調査の結果を学長に報告するものとする。 

６ 学長は、前項の規定により再調査の結果について報告を受けたときは、告発者及び

被告発者並びに当該不服申立てに係る配分機関に報告しなければならない。 

（公表） 

第 28条 学長は、措置を確定した場合は、速やかに調査結果を公表するものとする。 

２ 公表する内容は、少なくとも不正に関与した者の氏名・所属、不正の内容、公表時

までに行った措置の内容、調査委員の氏名・所属、調査の方法・手順等が含まれてい

るものとする。ただし、合理的な理由がある場合は、不正に関与した者の氏名・所属

などを非公表とすることができる。 

３ 顕名による告発の場合、原則として、受け付けた告発等に基づき実施する措置の内

容を、告発者に通知するものとする。 

４ 公表に関する手続は、あらかじめ構成員に周知するものとする。 

５ 不正の調査結果は、再発防止の観点から、処分も含めて、構成員に周知するものと

する。 

 

第６章 被告発者及び告発者の保護 

（秘密保持） 

第 29 条 受付窓口に寄せられた告発の告発者、被告発者、告発内容及び調査内容につ

いて、調査結果の公表まで、告発者及び被告発者の意に反して調査関係者以外に漏え

いしないよう、関係者の秘密保持を徹底するものとする。 

（被告発者の保護） 

第 30 条 学長は、調査の結果、告発に係る不正行為の事実が認められなかった場合に

おいて、被告発者の教育研究活動への支障又は名誉の毀損等があったときは、調査委

員会の議を経て、その正常化又は回復のために必要な措置を執らなければならない。 

２ 学長は、前項に定める措置のほか、誹謗中傷等から被告発者を保護する方策を講じ

るものとする。 

（告発者の保護） 

第 31 条 告発を受け付ける場合は、告発者の保護のため、次に掲げるような適切な方

法を講じなければならない。 

（1） 面談の場合は、個室で行うこと。 

（2） 書面、電話、FAX又は電子メールの場合は、窓口の担当職員以外が見ることが

できないようにすること。 

２ 不正行為に係る告発を行ったこと又は告発に基づいて行われる調査に協力したこ

とを理由として、当該告発に関係した者に対して不利益な取扱いをしてはならない。 

３ 学長は、前項の告発に関係した者が不利益な取扱いを受けることがないよう配慮し



なければならない。 

 

 

附 則 

この規程は、平成 30年４月１日から施行する。 


